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答申書 

 
 
平成２８年１２月８日付け諮問第１０号をもって諮問された事案について、

審議の結果、下記のとおり答申する。なお、その理由は、別紙のとおりである。 

 

記 

 

ソフトバンク株式会社に対し、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。

以下「法」という。）第３５条第１項の規定に基づく電気通信設備の接続に関す

る協議再開を命ずることは相当である。 

 

印 

（案） 
資料１６９－２ 



 

 

第１ 本件の経緯 

 

 総務大臣は、平成２８年１２月８日、当委員会に対し、法第１６０条の規定

に基づき、法第３５条第１項の規定による電気通信設備の接続に関する協議再

開命令について諮問をした。その経緯及び諮問の概要は次のとおりである。 

 

１ 日本通信からの申立て 

日本通信株式会社（以下「日本通信」という。）は、平成２７年８月７日、

ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」という。）に対し、ソフトバン

クが設置する電気通信回線設備と日本通信が設置する電気通信設備との接続

を申し入れた。日本通信が求めている接続は、日本通信が設置する電気通信

設備と特定移動端末設備（ソフトバンクが販売したＳＩＭロックがなされた

端末（以下「ＳＩＭロック端末」という。）及びＳＩＭロックがなされていな

い端末の双方を含む。）との間の伝送交換を可能とする、ソフトバンクの電気

通信回線設備との接続である。 

日本通信は、上記接続についてソフトバンクと数次にわたって協議を行っ

たが、ソフトバンクからは、ＳＩＭロック端末との間の伝送交換を可能とす

る接続には応じられないとの回答だったため、協議は不調と判断し、平成２

８年９月２９日、総務大臣に対し、法第３５条第１項の規定に基づき、ソフ

トバンクに対する電気通信設備の接続に関する協議再開命令の申立てを行っ

た。 

 

２ ソフトバンクの主張 

ソフトバンクは、法第３５条第１項の規定に基づく日本通信からの申立て

は直ちに却下されるべきであると主張している。その主な理由は以下のとお

りである。 

（１）ソフトバンクは、日本通信が求めている接続には応じており、接続を拒

否した事実はない 

（２）そもそもＳＩＭカードは電気通信設備及び電気通信回線設備に該当しな

い 

すなわち、法第３２条は、ＭＶＮＯの電気通信設備とソフトバンクの電気

通信回線設備を接続すべきことを規定しているものと認識しているが、ＳＩ

Ｍカードは電気通信設備及び電気通信回線設備のいずれにも該当しない。し

たがって、ソフトバンクがＭＶＮＯに提供するＳＩＭカードの種類について

別紙 



は同条が規制する対象の範囲外であり、同条に違反する事実は存在しないこ

とから、電気通信設備の接続に関する命令等を規定した法第３５条第１項に

基づく、協議の開始又は再開事由に該当しない。 

 

３ 総務大臣の諮問 

総務大臣は、平成２８年９月３０日、同年１０月１７日、同年１１月２日、

同月２４日にソフトバンクに対し意見書の提出の機会を付与し、同年１０月

２６日に日本通信に対し意見書の提出の機会を付与した。それらを踏まえ、

総務大臣は同年１１月３０日にソフトバンクに対する聴聞手続を行った上で、

同年１２月８日に当委員会に対して諮問を行った。 

  諮問の概要は、ソフトバンクの電気通信回線設備と日本通信の電気通信設

備との接続に関して、ソフトバンクと日本通信の協議は調わなかったと認め

られ、法第３２条第１号若しくは第２号に掲げる場合に該当し又は同条第３

号の規定による電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以

下「施行規則」という。）第２３条第１号若しくは第２号の理由があるとは認

められないことから、法第３５条第１項の規定に基づき、ソフトバンクに対

して、接続に関する協定の締結の協議再開を命令することが適当と考えると

いうものである。 

 

４ 委員会の審議 

  当委員会は、平成２８年１２月８日、総務大臣からの諮問を受け、同月９

日に委員会を開催し、諮問内容について説明を受け、その後書面において補

足説明を求めた。また、当委員会は、当事者である日本通信及びソフトバン

クからも事情を聴取することが必要と判断し、両当事者に意見書の提出を求

め、両当事者から意見書の提出を受けた。 

当委員会は、平成２８年１２月９日、同月１４日、同月２７日、平成２９

年１月１３日及び同月２７日と５回にわたり委員会を開催して審議を行い、

本答申を取りまとめた。 



第２ 検討 

 

１ 日本通信がソフトバンクに対し、接続に関する協定の締結を申し入れたに

もかかわらずその協議が調わなかったことについて 
  日本通信は、ソフトバンクに対し、平成２７年８月７日にソフトバンクが

設置する電気通信回線設備と日本通信が設置する電気通信設備との接続を申

し入れており、本件申立てはこの接続に関するものと認められる。 

この接続において、日本通信は、ＳＩＭロック端末と日本通信の電気通信設

備による通信を可能とするＳＩＭカードの提供を求めている。ソフトバンクは、

「ＳＩＭカードは電気通信設備及び電気通信回線設備に該当しない」と主張し

ているが、総務省はソフトバンクに対する聴聞手続において、「法第３２条な

どにおける接続は、電気通信設備と電気通信回線設備が電気的に接続され、さ

らに通信が可能となることをいう」との見解を示した上、ＳＩＭカードは、「一

般的に携帯電話などの通信端末に挿入して、移動通信ネットワークでの利用者

認証などに用いられる情報が記録された装置であり、通信を行うために必要な

設備であると認められる」としている。法の立法目的を考えれば、法第３２条

にいう接続は、実際に通信が可能となることを求めるものであって、単に電気

的に接続するだけではなく実際に通信が可能とならなければ無意味であるか

ら、総務省の示した「接続」に関する上記見解は相当である。そして、本件申

立てにかかる通信が可能となるようにし、接続が成立するためには、上記ＳＩ

Ｍカードが電気通信設備又は電気通信回線設備であるかどうかにかかわらず、

その提供が必須なものなのであるから、日本通信がソフトバンクに当該ＳＩＭ

カードの提供を求める行為は、接続の請求の一環をなすものと認められる。 

 また、日本通信の申立書やソフトバンクの意見書等によると、一部両者の認

識が異なるものの、遅くとも日本通信は平成２８年２月２４日のソフトバンク

との協議において、ＳＩＭロック端末との間の伝送交換を可能とする接続を求

め、さらに、同年３月１日にも重ねて同様の接続をソフトバンクに求めている

が、ソフトバンクは同月２３日から同年７月２１日までにかけて、数次にわた

ってＳＩＭロック端末との間の伝送交換を可能とする接続には応じられない

旨回答している。したがって、ソフトバンクは、「日本通信が求めている接続

には応じており、接続を拒否した事実はない」と主張しているが、日本通信が

求めているＳＩＭロック端末との間の伝送交換を可能とする接続には応じて

いないことは明らかであって、接続に関する協定の締結にまで至っていないと

いわざるを得ず、法第３５条第１項における「他の電気通信事業者がその協議

に応じず、又は協議が調わなかった場合」に該当するものと認められる。 

 



２ 法第３５条第１項の協議再開命令について 

  法第３５条第１項は、総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者

に対し電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず

当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は協議が調わなかった場合

で、協定締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあったときは、法第

３２条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき等を除き、当該他の電気通

信事業者に対し、協議の開始又は再開を命ずるものと規定している。ソフト

バンクは、「日本通信が求めている接続には応じており、接続を拒否した事実

はない」、「ＳＩＭカードは電気通信設備及び電気通信回線設備に該当しない」

との理由で、法第３５条第１項の規定に基づく日本通信からの申立ては直ち

に却下されるべきであるとしているが、上記１で検討したとおり、ソフトバ

ンクのこの主張には理由がない。 

 

３ 法第３２条各号の該当性について 

そこで、更に進んで法第３２条各号所定の事由の存否について判断すると、

同条は、電気通信事業者が他の電気通信事業者の接続請求に応じる義務があ

ることを原則としつつ、例外的にその請求を拒否できる場合として、「電気通

信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき」（同条第１号）、「当該

接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき」（同条第

２号）、「前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があると

き」（同条第３号）と規定している。 

また、法第３２条第３号を受けた施行規則第２３条においては、「電気通信

設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設備の接続に

関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること」（同条第１

号）、「電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修

が技術的又は経済的に著しく困難であること」（同条第２号）を接続請求を拒

否できる正当な理由として規定している。 

これら各事由の存否を総務大臣による審査の結果及び両当事者の意見書等

（なお、ソフトバンクは、総務大臣に提出した意見書や聴聞において、法第

３２条各号への該当性について具体的な説明を行っていない。）を踏まえ、そ

れぞれ検討したところ、本件において、法第３２条各号該当事由はいずれも

認められない。その詳細は以下のとおりである。 

 

 

 

 



（１）法第３２条第１号の該当性（電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずる

おそれがあるとき） 

   ＭＶＮＯのサービスの利用者がＳＩＭロック端末を用いてＭＶＮＯのサ

ービスの提供を受ける形態は、他の電気通信事業者について既に実例があ

り、それによって電気通信役務の円滑な提供に支障が生じているとは認め

られず、また、今後それが生ずるような事態も想定されないから、日本通

信からの申立てに係る本件接続によって電気通信役務の円滑な提供に支障

が生ずるおそれがあるとは認められない。 

 

（２）法第３２条第２号の該当性（本件接続がソフトバンクの利益を不当に害

するおそれがあるとき） 

   本件接続により実現する電気通信事業者間の正当な競争によってソフト

バンクの利益が減じる事態が想定されないとはいえないが、これはソフト

バンクの利益を不当に害するものとはいえず、また、その他、同社の利益

を不当に害するような事態が本件接続によって生ずるおそれがあるとは認

められない。 

 

（３）施行規則第２３条第１号の該当性（日本通信がその電気通信回線設備の

接続に関し負担する金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること） 

   日本通信がその負担する金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあると

する特段の理由は認められない。 

 

（４）施行規則第２３条第２号の該当性（電気通信設備の接続に応ずるための

電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難である

こと） 

   ソフトバンクは、平成２８年５月１８日の日本通信への説明において、

Ｌ２向けＭＶＮＯ用ＳＩＭカードをＳＩＭロック端末で利用可能とするに

は、ソフトバンクの既存のサービスの管理・制御の方法を根本的に見直す

必要があり、ネットワークの開発等に加えオペレーション等の業務面等の

影響があるとしているが、総務大臣及び当委員会に提出した意見書等にお

いては、本件接続のための電気通信回線設備の設置又は改修の困難性につ

いて検討しておらず、具体的に回答するものはないとしている。このよう

に、総務大臣及び当委員会から数次にわたって意見を求めたにもかかわら

ず、ソフトバンクから何ら具体的な説明がない以上、本件接続について技

術的又は経済的に著しく困難であるとの特段の事情を認めることはできず、

施行規則第２３条第２号にも該当しない。 



４ 法第１５５条第１項の規定による仲裁の申請がなされていないことについ

て 

日本通信及びソフトバンクからは、本件接続の協定の締結に関して、当委

員会に対する法第１５５条第１項による仲裁の申請はなされていない。 



第３ 結論 

 

当委員会は、以上の理由により、本件接続に関する協議再開を命ずることは

相当であると判断する。 

 


